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デンマークの認知症ケア国家戦略と福祉・介護人材

特集：認知症対策の国際比較

デンマークの認知症ケア国家戦略と福祉・介護人材

汲田 千賀子

■ 要約

　デンマークにおける認知症ケアは、1990年代以降、専門職教育と介護職に関する資格制度を整備したうえで、早期発

見・早期治療を可能にする自治体による包括ケアのしくみをつくり、医療・ケア・自治体が認知症の人と家族を包括的に

支援する「協力モデル」を展開してきた。2011年には認知症国家行動計画の策定によって、7つの分野について取り組むこ

とが定められ、2013年現在で「認知症の診断と治療のための国家ガイドライン」が行動計画どおり作成された。また、認

知症ケアのグッドプラクティスを集積しオンライン上で学ぶことが可能となる“ABC DEMENS”というサイトを開設した。

　2014年には、高齢者福祉に関する補助金を各自治体が申請し、初期の認知症の人への支援（アクティビティ、集い

の場の拡大）や在宅介護をする家族へのレスパイトケアなどを実践し、既存のサービスでは網羅することのできなか

ったところの高齢者のニーズに立脚した新たなサービスを構想しているところである。

■ キーワード
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Ⅰ　はじめに

　デンマークの認知症の人に対するケアは、重度

の知的障害者、アルコール依存症や交通事故の後

遺症などによる高次脳機能障害のケア領域と同様

に、最もかかわり方が難しく、かつ超高齢者社会

の到来とともにその量的問題も含めて困難な領域

の一つと考えられている。デンマークの認知症者

数は、今後増加することが予測されており、2015

年には92,288人、2040年には164,304人と推計され

ている。

　デンマークにおいても1980年ごろまでは、認知

症に関する社会の理解も情報も不足していた。そ

のため多くの認知症の人は、精神病院に入院する

ことを余儀なくされていた。当時は、適切な治

療が可能な状態とはいえなかった（原田：2005）。

1960年代に整備されたプライエム1）では、認知

症の人は、コミュニケーションが難しく、ケアす

るのが厄介な存在として、認識されていた。認知

症の人がプライエムでくらすということは、想定

されていなかったのである。デンマークは1970年

代に始まった20年もの経済不況によって、医療費

の削減に踏み切ることになった。当時、高齢者の

入院費・通院費が財政を圧迫する状況となってい

たため、その財政問題の解決が急務であった。そ

こで導入されたのが24時間巡回型ヘルパーと訪問

看護であった。訪問型のサービスを手厚くし、早

期退院を目指した2）。1987年には、施設施策を凍

結したため、施設介護、在宅介護という考え方や

介護と看護の領域隔絶を緩和し、すべて高齢者の

くらす場所を「住宅」という概念で捉え直したの
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である3）。この政策の転換によって自宅で生活し

つづけるためには、身体ケアだけでなく認知症の

症状にも対応できなくてはならないこと、病気の

進行に合わせて支援の内容を組み立てることの必

要性が明らかとなった。それまで主流となってい

たホームヘルパー（Hjemmehjlper）による「家事

援助」4）だけでは、高齢者の生活を支えられなく

なってきたのである。コミュニケーションが難し

い認知症の人のくらしを見守り、自己実現を可能

としていく専門的なケアを行うことのできる人材

の養成が急務となった。1990年に社会保健基礎教

育法（Grundl-gendesocial-og sundhedsuddannelse）

を改正し、それまでのホームヘルパー研修の見直

しを行い、身体ケアを中心に行う社会保健介助士

（Social og sundhedshilper）と、身体ケアに加え

一部医療処置ができる社会保健介護士（Social og 

Sundhedsassistent）の2つの資格を創設した。

Ⅱ　認知症の早期発見・早期治療

　1990年代には、認知症の早期発見および対応方

法が着目された。各自治体は、75歳以上の高齢者

に対して家庭訪問を年２回行い、生活能力が低下

していないかを確認することを通して、認知症の

疑いがあるまま気づかれずに病気が進行する高齢

者を未然に防ぐという取り組みを開始した。

　Suvenborg kommuneでは、作業療法士と看護師

が家庭訪問し、高齢者の生活の様子についてアセ

スメントシートを持参して聞きとりを行っていっ

た。認知機能が低下していないかを判断するため

には、医療・福祉の教育を受けた専門職の訪問が

不可欠だと考えられた。年2回の家庭訪問によっ

て認知症の疑いがあると判断された場合には、早

期診断につなげるため家庭医（GP）に連絡する

こととした。家庭医に対しては、認知症の専門病

院での受診の必要性を見極められるよう、認知症

に関する教育を行うことによって、早期発見に向

けて取り組んできた。

Ⅲ　認知症ケアに携わる職員への現任教育の整備

　認知症と診断された場合には、病気の理解と症

状への対応を学んだ専門職によってサービスが提

供されることが必要である。そのため、認知症ケ

アに関する現任教育を整備してきた。現在では、

DEMENS1・2・3という3段階の研修があり、自

治体によっては、認知症ケアに携わる部署の事務

職員にも現任教育を義務づけている。認知症ケア

に携わる職員は、この研修を受けることが必須とな

っているため、在宅でのくらしの支援も認知症の知

識をもった職員によって行われるようになった。

　Svengborg komunneでは、DEMENS1の研修を

高齢者ケアをしている職員全員に義務付けてい

る。認知症ユニットに勤務する職員には、さらに

DEMENS2の研修が義務付けられている。 自治体

によっては、DEMENS 2の研修を終えていなけれ

ば、ほかの職員の代替としても認知症ケアに携わ

ることができないところもある。認知症ケアの現

任教育は義務的なものであるが、それ以外にも本

人が望めばケアに関する多様な現任教育を受ける

ことができる。職員が研修を受けている間は有給

として扱われ、ケア現場は代替職員の派遣を自治

体に依頼し対応している。

　1．DEMENS1

　DEMENS1の教育目的は、ケアに携わる職員の

職業能力を高め、高齢者および精神機能が著しく

低下した認知症の人を対象とした仕事における専

門職としてのアイデンティティを強化することに

ある。問題解決型のプログラムを学ぶことが重視

されているのもそのためである。認知症の基本的

な理解だけではなく、人生史、生活史を把握する

ことと同時に、それらの知識や技術を日頃の介護

に反映させていくことに力点が置かれている。ま
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た、Tom kitwood理論を学び、「人」に焦点を当て

たケアを意識している5）。この研修で特徴的なの

は、全般にわたり生活史について触れられている

ことである。この背景には、デンマークの社会サ

ービス法のなかに「市は、認知症の診断を受けた

者に介護、世話などを与えるにあたり、その患者

の将来に対しての住居および介護・世話に関する

希望を表明し、可能な限り尊重しなければならな

い（§67b．）」と謳われていることがある。その

ため、職員は、認知症の人がどのような生活を望

んでいるのかについてさまざまな観点からアセス

メントすることが求められている。認知症によっ

て記憶をとどめることが難しく、話す能力が低下

し、介護者の問いかけが理解できなくなる過程の

中で、当事者の生活史・人生史はその人のくらし

をつくり、継続していく手がかりとして重要なの

である。

　2．DEMENS2

　DEMENS2の教育目的は、介護の概念を知り、

その知識を有効に使って、正しく実践できるよう

になることである。受講対象者は、日常的に認知

症ユニットで勤務している職員であり、中でも社

会保健介護士が受講することが多い。ここでは認

知症の疾患別の特徴とケアの方法やBPSDへの具

体的な対応を学ぶのである。また、憲法、行政法、

表1　DEMENS1・2・3の内容

対象者
時間数 テーマ

内容
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

D
E

M
E

N
S1

37

個人の加齢変化に対する社会学

個人の加齢変化に関する心理学
的観点および理論

老化と病的老化の生物的理解

高齢者および精神機能が著しく
低下した認知症患者の介護にに
おける家庭的環境

・認知症の症状
・認知症の重度とはど
のような状態なのか
・診断書の違いについ
て
・生活史を把握するこ
と、毎日の生活、生
活のリズム、生活資
源、現在の状況、生
活習慣

・生活と習慣、現在の
生活を比較する
・トム・キットウッド
の理論を取り入れる

・認知症の人とその家
族とのコミュニケー
ション
・一般的な家族とのコ
ミュニケーション
・会話の抑揚や体の動
かし方、表情、言葉
を選んで話をするこ
とを実際に鏡の前で
練習する
・職員の生活史を反映
させながらケアを行
うこと−同じ人間を
作らないため、個性
を活かす

・横の連携について
・法を犯さないケア
・権利を振り回さない
・法律の条項を覚えて
おくこと
・意志を確認すること
が難しい場合には、
権力をふるいがちに
なる。社会的・教育
的な考え方を用いて
ケアしていく方法

・現場での実践
・ケアスタッフのスト
レス予防について

・生活史と観察の重要
性

D
E

M
E

N
S2

37

社会福祉の仕事における介護の
概念の扱いに対する諸観点

動的な心理学の枠組みでみる介
護の理解

倫理的観点からの介護の理解

現行の法律との関連における介
護の理解

憲法、行政法、患者権利法、社
会サービス法、後見法に基づく
介護義務の定義

・認知能力を測るテス
トについての紹介
・生活史・症状の観察
・協力モデルについて
の説明

・認知症の症状（アル
ツハイマー型、脳血
管性、前頭側頭型）
・観察
・診断
・認知症の人が受ける
認知レベルを確認す
るテストを体験し、
その人の思いを理解
する

・法律的に自分たちの
行っている介護がど
うなのか振り返る

・社会福祉をめぐる
様々な法律の理解

・認知症、混乱、うつ
の3つの違いについて
・薬と観察
・行動、心理症状に対
して
　ー行動・言動を認め
る
　ー暴力を防ぐ方策
　ー性的な問題の理解
・認知症の人との関係
で問題が生じる場合
には家族も含めて解
決する

・症状の細かな観察
・日常生活のリズム
・資源を観察する

D
E

M
E

N
S3

D
E

M
E

N
S1

2

37

組織における慣習に対する理論
的観点

組織における変化・定着の過程

慣習および総合的な社会福祉の
仕事の把握

高齢者および精神機能が著しく
低下した認知症患者との社会福
祉における相談職の一般知識

コミュニケーションと学習プロセス

・意味のある毎日をど
う作り出すか
・心に響くようなケア
とは

・意味のある毎日
　−歌を歌う
　−音楽を聴く
・コンタクトイヤーを
つくる

・思い出箱
　−家事道具／工具／
写真など

・キリン言葉と狼言葉
・コミュニケーション
は常に主観から入る
こと。問題を起こさ
ない予防になる
・アサーションコース

・現場での実践
・仕事に対する喜びを
どう継続するか

・仕事の主体性
・職場のリーダー、教
員、受講生で実践報
告を行う

※筆者の現地ヒアリングによって作成した。
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患者権利法、社会サービス法、後見法に基づくケ

アの義務の定義についても学ぶことにより、高齢・

認知症となった場合、注意しなければならない人

権について理解するのである。さらに、実際に認

知症が疑われる人が受けている認知機能テストの

種類と内容について理解した上で、実際に受講生

がテストを受ける。その理由は、記憶に障害のあ

る認知症の人が認知機能テストを受ける時にどのよう

な気持ちになるのか、その理解を深めるためである。

　3．DEMENS3

　DEMENS3の教育目的は、高齢者および精神機

能が著しく低下した認知症の人の全体を捉えた支

援計画を立て、それを実行する専門技能を高める

ことである。この研修は、DEMENS1・2を受講

したものが対象となっており、主に「活動」と「生

活の価値」について学ぶ（5日間（37時間））ので

ある。意味のある毎日をつくり出すにはどのよう

にしたらよいのか、音楽を聴いたり歌を歌うこと

のほかにも回想的活動をするための具体的な方法

についても学ぶ。5日目には、職場における仕事

の喜びの継続や主体性について学び、実践報告を

行う。

Ⅳ　自治体・医療・ケアの連携
「協力モデル」の推進

　2007年以降になると、これまで各専門職が積み

上げてきた認知症の実践において相互の連携が必

要であると強調され、「協力モデル」の取り組み

が各自治体ごとに始まった。デンマークにおいて

も、2000年以降、認知症の人が地域生活を継続し

ていくために、包括的にケアサービスを組み合わ

せていくという方法が模索されはじめた。認知症

と診断された本人や家族はどこに相談したらよい

のか、むしろ選択肢が多すぎて的確に相談場所を

選択できずに困っていた。そこで、2004～2006年

にかけてモデル事業として社会省が社会福祉管理

局に140万クローネ（約1億5千万円）の予算を計

上して民間のコンサルタント会社の協力も得て、

認知症の人が生活する上で必要な専門職の連携モ

デルをつくることになった（汲田：2013）。

　「協力モデル」は、医療（診断・治療）・ケア

を自治体が包括的に提供するというものである。

「協力モデル」の要となるのが、認知症コーディ

ネーターであり、医療・ケアの専門職との協働と

認知症の人と家族の支援、ケアワーカーの支援、

市民への認知症の啓発・教育などを行っていった。

　認知症コーディネーターの養成の背景には、

1990年代から、介護・看護職員への再教育プログ

ラムが取り組まれ始め、認知症介護を俯瞰できる

立場となり得る専門職の教育プログラムの必要性

が明確になったことにほかならない（医療経済研

究機構：2011）。多くの職員が受けてきた教育は、

身体ケアの方法であったが、認知症ケアは多角的

な視点とアプローチが必要とされるのである。

　1993年認知症コーディネーター資格が創設さ

れ、人材養成が始まった（生井：2000）。当時、

自治体のケアリーダーといわれるような管理的立

場にある職員は100時間（3週間）の教育を受け始

めていた。1994年5月には認知症コーディネータ

ーの職能団体である「デンマーク認知症コーディ

ネーター協会」が発足した。

　2002年に社会サービス法が改正され、すべての

自治体は、認知症コーディネーターを配置しなけ

ればならないとなった。認知症コーディネーター

は、国家資格ではないが、一定の教育を受けなけ

れば、その職に就くことはできないと定めている

自治体が多く、2010年の社会サービス局の調査で

はコムーネの96％に認知症コーディネーターある

いは認知症コンサルタントを雇用している（医療

経済研究機構：2011）。
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Ⅴ　「デンマーク認知症国家行動計画」の策定

　デンマーク政府は2010年末に、認知症国家行動

計画（以下、行動計画）を発表した。2011年から

2015年にかけて実施される計画の策定は、社会

省、内務保健省、財務省、コムーネ連合、レギオ

ン連合の3省2機関の行政官によって策定されたも

ので、これまでも、質の高いケアを展開するため

に、自治体レベルでさまざまな取り組みをしてき

たが、政府による行動計画は、デンマークにおけ

る認知症ケアの質を全国的に均一化していこうと

いうのがねらいであった。この行動計画の背景に

は、これまで自治体ごとのボトムアップで柔軟な

体制のなかでカバーできていた認知症の治療やケ

アであったが、同時に国全体で捉えると、地域間

格差の存在や自治体間の連携を阻むという問題を

発生させていた。行動計画策定は、今後30年間で

認知症の人の数が倍増し、国家規模で対応しなけ

れば国家の存続にかかわるという危機感に端を発し

ている（山崎：2013）。

　行動計画では、3000万クローネ（約5億4000万円）

の予算を計上し（ただしデンマークの人口は日本の

20分の1である）、7分野に配分し、4年間の実施期間

内に認知症に関して14のアクションプランを定めた。

　1．自治体の認知症の発見からケアまでの実践

プロセス（認知症マネジメントプログラム）

　早期診断がかなりの部分可能になったデンマー

クは、病院（家庭医）と家族、自治体、在宅ケア

スタッフの連携によって認知症の人とその家族の

生活を長期間かつ状態に応じて支えていくことを

可能とした。そのためには認知症の各ステージに

おいて、途切れない連続性のあるケアでなければ

出典：汲田千賀子（2013）「第6章　認知症も怖くない地域ケアと専門職―日本との差異」
p165,野口典子編『デンマークの選択・日本への視座』

図1　デンマークの「協力モデル」
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ならないのである。コミュニティ（近隣・ボラン

ティア・当事者団体など）でのサポートも認知症

の人の在宅ケアでは欠かせないため、医療・福祉・

コミュニティなど包括的な情報インフラを整備す

ることが目指されている。認知症コーディネータ

ーの仕事はその重要性を増した。

　2．早期発見と健康維持

　保健局が中心となり、認知症の臨床診断基準の

作成、薬を使用しないケアの在り方、認知症の高

齢者への身体トレーニングの必要性、転倒予防や

口腔衛生について取り組みはじめられている。

　デンマークでは、抗認知症薬を処方されている

認知症の人全体の43％に何らかの抗うつ剤が処方

されており、12%の人に抗精神病薬が処方されて

いる。未だに高い割合で認知症の人に精神病疾患

のさまざまな薬が投与されている6）。

　2013年には「認知症の診断と治療のための国家

臨床ガイドライン」が作成された。介護家族教育

の必要性も掲げられており、家族を教育すること

によって認知症の人の身体機能の維持に影響する

といわれている。

　3．心理社会的療法を取り入れた行動・心理症

状（BPSD）への対応

　認知症ケアは、病気や対応の知識がある人によ

って行われなければならないというのが根幹にあ

る。社会省が中心となり、回想法や音楽療法を取

り入れたケア実践の積み上げ、その経験知をシス

テム化・モデル化して全国に普及させていくこと

が目指されている。その背景には、この間、デン

マーク国内で多くのプロジェクトが行われ、実践

の蓄積があったにもかかわらず、その実践の比較

や有効性について検証されきれていないという指

摘によるものである。知見の集約とベストプラク

ティスの見極めを行うことが重視されたのである7）。

　4．法律と権利

　デンマークにおいては、認知症を理由に強制的

に転居させたり、本人の嫌がるケアをすることが

できない。また、生命や安全にかかわるような事

態であった場合にも、法的に認められて、はじめ

て強制的に対応を開始することができる。強制的

な対応や治療が必要な場合に対するガイドラインや

選択肢を明確にすべきと行動計画では謳っている。

　さらに「介護遺言」（認知症と診断された人が、

自分のことが自分で決められなくなったときに、

どのようにしてほしいかを事前に書いておくも

の）（汲田：2015）を利用すべきだと指摘されて

いる。

　5．ボランティアの協力と家族の介護負担軽減

　認知症の人にとって、生活する環境が変わるシ

ョートステイは、自分がどこにいるかわからくな

り混乱を招きやすい。そのため、認知症の人にと

ってのショートステイの利用がうまくいっていな

い。そのため、外部から介護（見守り）をしてく

れる人が認知症の人の自宅に泊まり、その間、同

居配偶者は旅行などに出掛けリフレッシュすると

いう方法が検討され、実践されはじめている。そ

の際に、近所の人やボランティアの活用が考えら

れている。

　6．認知症専門職教育

　プライエムで生活している多数の高齢者に認知

症状があるといわれる中で、認知症の専門教育は

必須である。特に暴力行為や極度のうつ症状を伴

う重度の認知症ケアについて、実践者の知見を集

めて報告書を作り、インターネットで公開し、現

場の職員がいつでも見られるような体制を整備す

ることを目標としている。この取り組みは、すで

に“ABC DEMENS”というサイトを設け、イー

ラーニングによるプログラムによってオンライン

上で見られるようになっている8）。
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　7．研究活動と普及啓発

　国立認知症研究・知識情報センターは、デンマ

ーク国内の認知症研究の拠点となっている。行動

計画ではこのセンターへの研究費を増額した。そ

れを受けて、センターでは、デンマーク国内の認

知症クリニック8か所と、ビスペビア病院で、ア

ルツハイマー病の人の身体的健康、機能的能力的

および生活の質を改善するために、治療およびケ

ア場面で活用できる身体的運動プログラムを開発

した。（The effect of physical exercise in Alzheimer's 

Disease：ADEX）。初期のアルツハイマー病と診

断を受けた約200名に対して、身体トレーニング

を週3回実施するというもので、理学療法士の下

で1時間行う。2012年から始まったプロジェクト

によるトレーニングは、2014年に終了している。

　啓発活動では、キャンペーンを行い、認知症は

誰でも発症する可能性があるということや、認知

症ケアの経験のある大臣や誰もが知っている文化

人などにその経験について語ってもらうことを通

して、理解を広める活動を行ってきた。

Ⅲ　自治体に配分された高齢者ケアの
充実のための補助金　　　　

　デンマーク政府は、2014年から2017年にかけて

毎年10億クローネ（約190億円）の予算を計上し、

各自治体の高齢者によりよい福祉を提供するため

に補助金を出すことになった。98の自治体は、高

齢者数に比例して補助金を申請した。この補助金

は①リハビリと機能回復訓練の取り組み促進（26

％）、②実用的な支援やパーソナルケアの改善（37

％）、③プライエムなどで最も虚弱した高齢者の

環境改善に取り組む（34％）ものである。（表2）

自治体からの補助金の申請額は表3に示した。

　特に③では、認知症高齢者への支援について「認

知症の人と家族に対する取り組みの改善」という

項目がある。ここでは特色のある2つの自治体に

ついて取り上げ、補助金で実施する内容について

紹介しておきたい。

表2　98自治体全体の項目別補助金額と内容

項　　目 補助金額（％）
①リハビリテーション機能回復（送
迎費用も含む）

2.61億クローナ
（26％）

②実用的な支援やパーソナルケアの
支援

3.67億クローナ
（37％）

③プライエムなどで最も虚弱した高
齢者の環境改善

3.38億クローナ
（34％）

その他 0.34億クローナ
（3％）

※現地ヒアリングによって得た情報により筆者作成

　1．Fredensborg Kommune

　（1）　在宅の認知症高齢者の家族を対象に休息

の機会を増やす

　重度の認知症の人の家族に対して、休息

の機会を増やすために、自宅で配偶者のケ

アをする人に週4時間の休息を提供する。

　（2）　認知症専用プライセンターで午後と夜間

の介護職員を増やす

　認知症専用プライセンターの入居者48

名を対象に、サービスを拡大する。午後

と夜間（夕方）に職員を増員する。夜間

（夕方）の職員の専門性を確保するために、

増員する職員は、看護師教育を受けてい

るものに限定する。

　（3）　認知症に関して社会保健介護士の能力開

発を行う

　認知症の高齢者は、今後増加すること

が予測されているため、職員の能力開発

は必須である。社会保健介護士および社

会保健介助士全員に実践的なトレーニン

グを含む5日間の能力開発を実施する。そ

の後、同じ職員グループに年1回フォロー

アップを行うこととする。

　（4）　認知症の人の物理的環境を改善する

　インテリアデザイナーや、自治体の認
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知症コーディネーター、利用者・家族会、

職員が協力して、認知症専用プライセン

ターの共同スペースの照明と騒音に関す

る物理的環境を整える。照明デザインや

騒音の調節によって、認知症の人の不安

感を緩和する静かで安らぐ環境を作り出

すことで、認知症高齢者に対する取り組

みに役立つものである。

　（5）　認知症の人と家族のネットワーク構築を

推進する

　認知症の人とその家族に対する取り組みを強化

する。具体的には、カフェを開設して、認知症の人

や家族がネットワークを作り、職員から専門的支援を

受けることができる場を提供する。カフェに関して、

運営と活動計画に職員の業務時間を配分する。現在、

Fredensborg kommuneには認知症カフェがない。

表3　自治体別補助金額の一覧

単位：百万クローナ
自治体名 補助金額 自治体名 補助金額 自治体名 補助金額

Alberslund 3,8 Hillerød 8,3 Rebild 5,0

Allerød 4,2 Hjørring 13,5 Ringkøbing-Skjerm 11,3

Assens 8,5 Holbæk 12,1 Ringsted 5,4

Ballerup 9,1 Holstebro 10,2 Roskilde 14,3

Billund 5,0 Horsens 14,1 Rudersdal 12,8

Bornholm 10,2 Hvidovre 9,1 Rødovre 7,6

Brøndby 6,5 Høje-Taastrup 7,2 Samsø 1,2

Brønderslev 7,2 Hørsholm 6,4 Slikeborg 15,1

Dragør 3,1 Ikast-Brande 7,1 Skanderborg 8,4

Egedal 5,9 Ishøj 2,7 Skive 9,6

Esbjerg 20,1 Jmmerbugt 7,7 Slangelse 14,7

Fanø 0,8 Kalunborg 9,8 Solrød 3,3

Favrskov 7,4 Kerteminde 5,0 Sorø 5,5

Faxe 6,5 Kolding 15,3 Stevns 4,5

Fredensborg 7,0 København 60,8 Struer 4,5

Fredericia 9,3 Køge 9,7 Svendborg 12,2

Frederiksberg 17,5 Langeland 4,0 Syddjurs 8,7

Frederikshavn 13,8 Lejre 4,7 Sønderborg 16,3

Frederikssund 8,4 Lemving 4,6 Thisted 9,1

Furesø 7,4 Lolland 11,4 Tønder 8,4

Faaborg-Midtfyn 11,5 Lyngby-Taarbæk 12,2 Tårnby 7,9

Gentofte 14,7 Læsø 0,6 Vallensbæk 2,3

Glandsaxe 11,9 Mariagerfjord 8,2 Varde 9,9

Glostrup 4,3 Middelfart 7,5 Vejen 8,1

Greve 7,9 Morsø 4,9 Vejle 18,8

Gribskov 8,5 Norddjurs 8,1 Vesthimmerlands 7,7

Guldborgsund 14,5 Nordfyns 5,8 Viborg 16,7

Haderslev 11,0 Nyborg 6,9 Vordingborg 10,3

Halsnæs 6,4 Næstved 14,9 Ærø 2,2

Hedensted 8,3 Odder 4,3 Aabenraa 11,8

Helsingør 12,6 Odense 32,0 Aalborg 34,3

Herlev 5,2 Odsherred 8,1 Aarhus 44,1

Herning 14,6 Randers 17,7 合　計 1.000,0

出典：https://tilskudsportal.sm.dk/Documents
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　2．Helsingør commune

　（1）　軽度の認知症高齢者にアクティビティの

提供を拡充する

　現在、週2回実施していた「集いの場」を、

週5回開催する。このサービスは、ニーズ

があると判断している。多くの利用者は、

週に数回利用したいというニーズがある

にもかかわらず、週1度しか参加できない

状況である。また、軽度認知高齢者の配

偶者の多くが就労しているという現状も

考慮すべきである。つまり、認知症の人

が自宅で一人で過ごす時間が多いという

ことは、自分の力で1日を作っていくことが

必要とされているのである。

　2014年1月現在、13人が「集いの場」を

利用できずに待機している状況である。

軽度の認知症の人が何か月にもわたって

待機状態であると、その間に症状が悪化

して、認知症専用のデイセンターの利用

が必要になってしまう。また、認知症の

診断を受ける人が増加していることから、

このサービスの拡充は必要不可欠である。

　「集いの場」では、アクティビティや社会

活動の計画、参加を職員が支援する。また、

認知症の人同士が病気についての経験を交

換できるよう、職員が支援する。集いの場

で勤務するすべての職員は、認知症について

特別な教育を受けており、利用する高齢者

が認知症について受容し病気と向き合うため

の知識を得ることを支援することができる。

　（2）　認知症高齢者および家族に対する取り組

みを強化する

　現在、認知症コーディネーターを1名雇

用し、認知症の人を対象としたコーディ

ネートを実施しているが、今後増加して

いく認知症の人に対して支援プログラム

への要求が高まっている。そのため、も

う1名の認知症コーディネーターを確保

する必要がある。認知症コーディネータ

ーには、以下のようなことを期待している。

　・認知症の人と家族に対してより良い支援

プログラムを提供する

　・認知症の人と家族が必要とする支援と助

言を提供する

　・認知症の人に、強制的転居、力の使用、

成年後見人申請の法的権利を保障する

　・ボランティアと連携を開始し、認知症の

人に対するボランティアのアクティビテ

ィなどについて整備する（現在、認知症

の人に対するアクティビティに対してボ

ランティア協会との連携は行っていない）

　（3）　心身機能の低下した高齢者をケアする家

族に休息の提供を拡充する

　家族からのショートステイの要望を満

たし、休息が取れるようにする。

　現在、自治体にあるプライエムで定員

3名のショートステイを設置している。ショ

ートステイは、心身機能が全般的あるいは

部分的に低下している人と同居し、ケア

している家族が対象となる。家族が休暇、

病気、入院のため、高齢者を世話できな

い場合、または休息を必要とする場合に

ショートステイが提供される。ショートステ

イ利用者の大半が認知症の人である。

　ショートステイには、パーソナルケア、

看護、アクティビティと訓練が含まれて

いる。支援はプライエムの職員とともに、

高齢者のニーズに合わせて計画される。

現在、ショートステイの需要を満たすこ

とができておらず、突発的なニーズに応

えることができない状況であるため、シ

ョートステイの定員を1人分追加する。
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un
e

自
宅
ま
た
は
ケ
ア
付
き
住
宅
で
暮
ら
す
中
度
・
重
度
の
認
知
症
の
高
齢
者
へ
の
追
加
支
援

Fa
ab

or
g-

M
id

tf
yn

 k
om

m
un

e

認
知
症
高
齢
者
の
重
症
度
別
維
持
訓
練

認
知
症
ユ
ニ
ッ
ト
で
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
が
中
度
・
重
度
の
自
宅
な

ど
で
く
ら
す
認
知
症
の
人
に
は
必
要
で
あ
る
た
め
、
①
落
ち
着
か
な
い
利
用
者
と
散

歩
に
出
る
、
②
生
活
機
能
を
維
持
す
る
よ
う
利
用
者
を
導
く
、
③
落
ち
着
か
な
い
利

用
者
の
そ
ば
に
寄
り
添
い
、
利
用
者
を
一
人
に
す
る
前
に
安
心
感
を
持
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。

早
期
に
認
知
症
の
診
断
を
受
け
た
高
齢
者
で
、
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
対
象
に
な
ら
な
い
層

に
向
け
て
、

1週
間
に

1回
デ
イ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
提
供
す
る
。
初
期
の
認
知
症
の
人
に

は
身
体
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
。
ま
た
、
重
度
の
在
宅
認
知
症
高
齢
者
で
、
既
存
の
デ

イ
セ
ン
タ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
で
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
個
別
に
訓
練
を
行
う
。

M
or

sø
 k

om
m

un
e

移
動
型
ケ
ア
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

G
lo

st
ru

p 
ko

m
m

un
e

認
知
症
専
用
ユ
ニ
ット
に
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ット
の
設
置
／

3か
所
の
プ
ラ
イ
エ
ム
に
ア
ザ
ラ
シ「
パ
ロ
」
を
購
入

フ
ル
タ
イ
ム
の
社
会
保
健
介
護
士

2名
と
、
社
会
保
健
介
助
士

1名
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
週

10
時
間
勤
務
）
で
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
高
齢
者
個
人
や
プ

ラ
イ
セ
ン
タ
ー
の
希
望
や
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
ケ
ア
を
展
開
す
る
。

高
齢
者
の
満
た
さ
れ
な
い
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
を
見
つ
け
チ
ー
ム
に
連
絡
し
、
チ
ー
ム

が
詳
し
く
ニ
ー
ズ
を
特
定
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す
る
。
移
動
型
の
チ
ー
ム
で
あ
る

た
め
、
プ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
の
入
居
者
は
多
種
多
様
な
形
態
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
ケ

ア
を
個
人
の
ニ
ー
ズ
や
共
通
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
提
供
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
強
い

刺
激
な
苦
手
な
認
知
症
の
人
は
専
用
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
、
男
性
向
け
の
自
動
車
の

展
示
会
、
農
場
訪
問
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
、
女
性
向
け
の
買
い
物
ツ
ア
ー
、
保
存
食

づ
く
り
な
ど
。

認
知
症
の
人
は
ト
イ
レ
の
後
に
陰
部
を
洗
浄
す
る
ケ
ア
に
不
安
を
い
だ
き
が
ち
で
あ
る
。

ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
は
、
認
知
症
の
高
齢
者
と
職
員
の
間
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
コ
ン
タ
ク
ト
や

会
話
の
維
持
に
役
立
つ
。
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
で
認
知
症
高
齢
者
の
尿
路
感
染

症
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
パ
ロ
」
は
社
会
教
育
学
的
手
段
で
あ
り
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
特

に
認
知
症
の
人
に
落
ち
着
き
と
喜
び
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
喜
び
の
た
め
に

「
パ
ロ
」
を

3機
購
入
す
る
。

Fr
ed

er
ik

sh
av

n 
ko

m
m

un
e

認
知
症
の
高
齢
者
へ
の
集
中
的
な
刺
激

G
ri

bs
ko

v 
ko

m
m

un
e

認
知
症
高
齢
者
用
の
体
操
サ
ー
ビ
ス

す
べ
て
の
認
知
症
ユ
ニ
ッ
ト
で
担
当
者
を
決
め
て
、
週
ご
と
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成

す
る
。
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
身
体
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
認
知
的
刺
激
を
組
み
合
わ
せ

て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
り
、
行
動
障
害
を
予
防
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。デ
イ
ホ
ー
ム
利
用
者
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
水
準
で
行
う
。①
娯
楽
レ
ベ
ル
：

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
訪
問
や
、
歌
手
、
セ
ラ
ピ
ー
犬
な
ど
。
②
目
的
を
絞
っ
た
教
育
的

レ
ベ
ル
：
職
員
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
日
常
生
活
に
組
み
入
れ
、
療
法
士
の
支
援
・
ス

ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
を
受
け
な
が
ら
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
③
療
法

的
レ
ベ
ル
：
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
音
楽
療
法
士
が
治
療
の
取
り
組
み
を
行
い
、

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
ケ
ア
職
員
を
指
導
す
る
。

認
知
症
高
齢
者
に
体
操
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
プ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
で
試
験
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
実
施
す
る
。
認
知
症
の
人
を
対
象
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
体
操
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る
。
認
知
症
の
人
の
生
活
の
質
を
確
保
し
、
身
体
的
、
認
知
的
帰
納
レ
ベ

ル
を
可
能
な
限
り
維
持
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
適
切
な
専
門
能
力
の

あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
行
う
。

Fr
ed

er
ik

ss
un

d 
ko

m
m

un
e

自
宅
に
住
み
続
け
た
い
高
齢
者
と
そ
れ
を
支
え
る
配
偶
者
支
援

※
各
自
治
体
の
助
成
金
申
請
書
を
も
と
に
筆
者
作
成

認
知
症
高
齢
者
の
配
偶
者
が
ケ
ア
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
以
下
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

・
週

1～
5日
の
日
中
、
デ
イ
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

・
週

3時
間
、
日
中
に
職
員
が
自
宅
で
介
護
を
交
代
す
る

・
年
に

2～
4回
、

1～
2回
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
第

84
条
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
拡
充
し
て
実
施
す
る
。
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　（4）　プライエムおよび訓練センターで、認知症

入居者およびショートステイの人と認知症

のない入居者のショートステイ利用者の双

方に平穏と安定、安心をつくりだす

　プライエムの入居者やショートステイ

利用者のほとんどは認知症を患っている。

このことが認知症の入居者と認知症でな

い入居者の日常生活上に課題をもたらし

ている。例えば、認知症の人の中には、

叫ぶ、繰り返す、攻撃的な行為、建物か

ら出ていってしまうことなどがある。こ

のような行動により衝突が起こり、認知

症でない人が共同スペースから身を引い

てしまっている状況がある。落ち着きの

ない認知症の人や、ほかの利用者との間

で起こる衝突への対応は、職員にとって

特に改善したい点である。これまでの経

験上、職員がほかの場所で仕事している

時にプライエムから出ていってしまった

り、ほかの入居者と衝突が起こることが

多いため、次のことを実施する。

　・パートタイム雇用者が多いことが、夕方

以降の職員の少なさにつながっているた

め、プライエムや訓練センターで特にシ

フトの交代時に、職員を増員する。

　・職員が不穏、攻撃的になっている入居者

をケアする。

　・ドアを探し求め、落ち着かない入居者を

散歩に連れていく。

　・認知症でない人への社会的なアクティビ

ティの時間を増加する。

　・OJTやこれまでの経験の共有などを通し

て認知症の人への対応について職員の能

力開発を行う。

　そのほか、表4に各自治体の主な認知症ケアに

関する取り組みについて紹介しておく。

Ⅳ　デンマークの認知症ケアの特筆すべき点

　このように、国家戦略、自治体の包括的ケアの

実践、専門職の教育などデンマークの認知症ケア

は今後の日本の施策への視座となるものを多く含ん

でいる。その中でも特筆すべき点は以下のようである。

　1．初期の認知症の人を支援する

　在宅ケアサービスの強化と専門職教育の充実に

よって、認知症ケアのしくみは整ったといえる。

自治体や家庭医、認知症クリニック、認知症コー

ディネーターとの連携によって、本人と家族の生

活を支えていくことが可能になってきたのであ

る。認知症ケアは、心理・行動症状（BPSD）へ

の対応が命題と思われがちだが、デンマークでは、

アクティビティやトレーニングを通して進行を遅

らせたり、BPSDを減少させようという取り組み

に重点を置いてきている。さらに、初期の認知症

の人に対しても、身体的なトレーニングの有効性

を探りそのプログラムの構築を目指したり、自治

体のサービスを利用できない軽度の認知症の人へ

のサービスを自治体独自に展開し始めている。ま

た、デイセンターではない「集いの場」は、初期

の認知症の人たちにとって極めて重要な役割をも

つ。いくつものサービスを重層的に配置し、段階

に応じて必要なサービスやトレーニングを組み

合わせていくことができるようにしているのである。

　2．在宅でくらす認知症当事者と主たる介護者

である配偶者支援

　デンマークでは、ケアは税で賄い、社会サービ

スの提供によってカバーしてきている。家族によ

るケア（配偶者間ケア）はほとんど見られないと

いわれてきた。しかしながら、在宅ケアの場合、

高齢者の身体機能が低下することによって、より

多様なサービスの提供が必要となることが想定さ
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れるのであり、さらに、在宅で認知症の人を家族

がケアするという状況も生じることになってきて

おり、デンマークの場合にはその主たる介護者は

老齢の配偶者なのである。

　認知症の理解や、ケアの方法、そして認知症の

症状に困惑する介護者を支えていくことが、近年

のデンマークの認知症ケアでは重要となっている。

　認知症コーディネーターは家族会を組織しなけ

ればならないと定められていることや、レスパイ

トケアを意識したショートステイやデイセンター

の利用を拡大するという取り組みは、重度になっ

ても在宅生活を継続したいという当事者の意志を

尊重し、それを支えるのが自治体の責務と明確に

位置づけられているのである。在宅で提供される

サービスは、認知症ユニットで展開されるケアと

同様の質と量が求められるのである。配偶者が同

居しているとしても、認知症の人個人に必要なサ

ービスの量は確保しなければならないという考え

方は重要な指摘である。

　3．認知症当事者・家族の併走者としての認知

症コーディネーターの配置

　認知症コーディネーターは、認知症と診断され

てから常に併走者として認知症の人と家族を支え

ている。認知症は進行する病であり、状態の変化

に伴って必要とするサービスの内容や量も変化し

ていく。ほとんどの家族はこの先どのようになる

のか、どう対応したら良いのかと不安を抱えなが

らいるのである。認知症の人も自身の抱える葛藤

はさらに深く、思いだせないことや記憶しておく

ことが難しいことが増えていく中で、いっそうの

不安を感じているのである。認知症コーディネー

ターは、継続的にかかわっていく専門職として認

知症の人と家族を支えていく存在であり、変わり

ゆく状況を想定しつつも、認知症の人と介護家族

の“いま”を支えていかなければならない。

　デンマークの各自治体は、認知症と診断を受

けた人とその家族に対して「平等」に認知症コー

ディネーターが併走者としてかかわることによっ

て、安定した在宅での認知症という病いの時間を

彼らとともに過ごしていくのである。

　4．自治体ごとの実行可能な戦略

　デンマークでは、自治体が自らの分析を行い、

特色に合わせた戦略を立てている。何が足りてい

ないのか、何に重点を置くべきなのかということ

がわかっていなければ、独自の戦略は立てられな

い。しかも、デンマークでは、実行可能かどうか

が重要視される。つまり、たとえ国の政策であっ

ても、自治体にとっては、選択すべき方法のひと

つであるということであり、使えるものでなけれ

ば、興味の対象とならないだけでなく、対象であ

る必要もないのである。自治体のレベルで何をす

べきかを考え、計画し実施する実践力がデンマー

クの自治体は極めて高いといえるのである。

注
1） 「介護（pleje）ホーム（Hjem）」という意味で、介護・

看護スタッフが常駐する施設（澤渡：2009）
2） 入院日数は1991年は11日、1995年は9.4日、1999年

は8.1日、2003年には6.8日と短縮することができた
（澤渡：2009）

3） 社会支援法が改正し、プライエムの新設が禁止さ
れ、高齢者住宅（Ældrebolig）を整備すると定めら
れた。高齢者住宅の条件は、①1人当たりの延べ床
面積が67㎡であること、②個室で居室には浴室、
トレイ、キッチンが設置してあること、③24時間
の緊急対応体制が整っていることとされている。

4） 当時のホームヘルパーは、7週間の研修で「人間、
老人、家族、障害、社会、ヘルパーの法律上の社
会保障と義務、援助実務、疾病、看護、ファース
トエイド、リフトテクニック」を学び、現場に出た。

5） 日本では、パーソン・センタード・ケアという名
前で紹介されており、認知症ケアにおける考え方
として広く知られている。

6） 2003年1月29日に東京で行われた「認知症国家戦略
に関する国際シンポジウム」において、デンマー
クアルツハイマー協会のNis peter Nissenの講演内容
による。

7） 6）に同じ
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8） “ABC DEMENS”は、認知症知識情報センター
のホームページ内に置かれている。http://www.

videnscenterfordemens.dk
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